
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

                            

 

 

 

男女が対等な立場で社会のあらゆる分野に参画し、共に責任を担いながら政治的、経済的、

社会的及び文化的利益を享受することができる社会を「男女共同参画社会」といいます。 

邑楽町では、「男女共同参画は女性の人権に関わる重要なテーマである」との認識のもと、

令和５年３月に策定した「第２次邑楽町人権教育・啓発の推進に関する基本計画」において、

「邑楽町男女共同参画推進計画の策定」を今後の取組のひとつに据えました。幅広い町民が参

画できる社会を目指すにあたっては、性別に基づく固定的な役割分担意識の解消や、女性の指

導的地位への参画促進、配偶者等からの暴力の根絶など、多くの課題に取り組む必要がありま

す。これらの課題に対応するため、町全体での取組を推進するとともに、男女共同参画社会の

重要性を再認識し、初めてとなる「邑楽町男女共同参画推進計画」を策定しました。 
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しきたりなど

⑥政治の場

⑦法律や制度

⑧社会全体

男性の方が

優遇されている

どちらかといえば

男性の方が

優遇されている
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わからない 無回答

※男性も女性もそれぞれに、待遇や働き方について不平があります。性別での仕事の区分を極力排し、

人それぞれの働き方を尊重するとともに、『ワーク・ライフ・バランス』の考えを浸透させる必要が

あると考えられます。 

あなたは、次の①～⑧の場面や分野で、男女の地位はどの程度平等になっていると思いますか。 

（それぞれ１つに○）〈男女の意識の現状に関する調査：問９〉 

男女の地位についての「男性の方が

優遇されている」「どちらかといえば男

性の方が優遇されている」を合わせた

『男性の方が優遇されている（以下同

様）』では、「⑥政治の場」が 76.1％と

最も多く、次いで「⑧社会全体」が

69.1％、「⑤社会通念・習慣・しきた

りなど」が 65.0％となっています。 

一方、「どちらかといえば女性の方が

優遇されている」「女性の方が優遇され

ている」を合わせた『女性の方が優遇

されている（以下同様）』では、「①家

庭生活（家事、育児、介護など）」が

16.3％と最も多く、次いで「②職場」

が 7.3％、「④町内会や自治会などの地

域社会」が 6.1％となっています。 

１ 計画の推進体制 

２ 計画の進行管理 

・計画策定に携わる行政関係部署を中心に、男女共同参画に関わる関係者等の意見を積極的に得るな

どして、計画の着実な実施や推進を図ります。 

・また、必要に応じて、町民が委員として参加する会議等での意見も聴取し、関係者等の協力を得な

がら、地域ぐるみで、男女平等の意識向上や環境整備に向けた意識の醸成を図ります。 

・計画の進行管理に当たってはＰＤＣＡサイクルのプロセスに基づき、施策の実施状況をとりまと

め、達成度や効果・課題などを分析し、必要に応じ事業を見直していきます。 



 

 
 
  
 

 
                                                                                   

                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 

        男性も女性も、意欲に応じて、あらゆる分野で活躍できる社会 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

男女共同参画社会とは 
家庭、地域、学校、職場など、社会のあらゆる場面で、誰もが自由と平等を享受し、性別に関わりな

く自らの意思に基づく生き方が実現でき、男女が対等なパートナーとして共に支え合い、豊かな個性と

能力を十分に発揮できる社会が男女共同参画社会といわれます。 

また、男女共同参画社会とは、男性、女性だけでなく、年齢や障がいの有無、国籍、性的指向・性自

認などを異にするさまざまな人が、互いに認め合い、責任を分かち合いながら暮らしていける社会で

す。 

  基 本 理 念 

男女共同参画に関する国際社会の流れ 

 
平成 27（2015）年に国連で「持続可能な開発目標」（ＳＤＧｓ）が採択され、各国が

「誰一人取り残さない」世界の実現に向けて歩みを進めています。ＳＤＧｓの 17 の目標

の５つ目には「ジェンダー平等の実現」が掲げられており、性別を理由とする差別や不平

等、女性や女児に対する暴力等に終止符を打ち、すべての女性と女児のエンパワーメント

（女性が力をつけること、女性に権限を与えること）を図ることが求められています。 

内閣府男女共同参画局資料をもとに作成 

男女共同参画社会が実現すると 

基本目標と施策の方向性 

 

 

 

 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた意識改革 

男女共同参画社会の実現には、個々の意識改革が不可欠です。   

男女平等の概念を広め、性別にとらわれない価値観を醸成することが 

求められます。 

（１）男女共同参画の啓発 

（２）男女平等教育の推進 

 

 

 

 

                                  

 

  

 

                                 

                                

 

 

                     

基本目標Ⅱ あらゆる分野における女性の参画拡大 

基本目標Ⅲ 安全・安心な暮らしの充実 

社会の多様な分野で女性の参画を拡大し、性別による障壁を取り

除くことが、重要なこととなってきています。これにより、女性が

持つ能力を最大限に発揮できる環境を整える必要があります。 

（１）政策・方針決定過程への参画促進 

（２）女性の活躍推進への支援と職場における男女共同参画の推進 

【邑楽町推進計画（女性活躍）】 

男女問わず、誰もが安全で安心して暮らせる社会を構築す

ることが求められています。特に、性別に起因する暴力や差

別を撲滅するための対策が必要です。 

（１）人権の擁護、暴力の根絶【邑楽町基本計画（ＤＶ防止）】 

（２）困難を抱えた女性への支援【邑楽町基本計画（困難女性支援）】 

（３）生涯にわたる健康づくりへの支援 

（４）防災分野での男女共同参画の推進 

女性國際デーの「ミモザ」 

この計画では目標を達成するために、３つの基本目標を設定し、 

男女共同参画社会の実現に向けて取り組んでいきます。 

 

ひとりひとりの豊かな人生 
仕事、家庭、地域生活など、多様な活動を自らの希望

に沿った形で展開でき、男女がともに夢や希望を実現 


